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譲渡人　川俣町長（以下「甲」という。）と譲受人○○○○（以下「乙」という。)との間で、川俣町宅地分譲地に関して、次のとおり契約を締結する。

（信義誠実の義務）
第１条　甲及び乙は、信義を重んじ誠実にこの契約を履行しなければならない。

（譲渡物件）
第２条　甲は、次の土地（以下「譲渡土地」という。）を現状有姿のまま乙に譲渡する。
（１）区画番号　　○○
（２）所在地　　　福島県伊達郡川俣町字中島５番○○
（３）地目　　　　宅地
（４）地積　　　　○○○㎡

（譲渡代金）
第３条　譲渡土地の譲渡代金は７０万円とする。

（譲渡代金の納入方法）
第４条　乙は、前条の譲渡代金から契約保証金相当額を差し引いた土地代金６０万円を甲が発行する納入通知書により、指定された金融機関に、甲が指定する納入期日までに納入しなければならない。
２　前項の土地代金６０万円が期限までに納入されたときは、契約保証金１０万円は土地代残金に充当し、譲渡代金７０万円が完納されたものする。

（所有権の移転及び土地の引渡し）
第５条　譲渡土地の所有権は、前条に規定する譲渡代金の完納と同時に甲から乙に移転するものとし、甲は速やかに所有権移転登記を行うものとする。
２　譲渡土地は、前項の規定により所有権が移転したときに、乙に対して現状のまま引渡しがあったものとする。
３　譲渡土地の引渡し後、甲は乙に土地引渡書を交付し、乙は甲に土地受領書を提出するものとする。

（登記手続き及び費用の負担）
第６条　前条の規定により移転した譲渡土地の所有権の登記及び当該契約書に定める買戻権の登記手続きは、同時に甲が行うものとし、乙はこれに協力しなければならない。
２ 前項の登記に要する登録免許税その他の費用については、乙の負担とする。

（譲渡の条件等）
第７条　乙は、次の各号について遵守しなければならない。
（１）譲渡土地を住宅用地として使用しなければならず、それ以外の目的に使用してはならないこと。
（２）本契約を締結した日から３年が経過するまでの間に住宅を建築しなければならないこと。
（３）本契約を締結した日から３年が経過するまでの間に住民登録して居住しなければならないこと。
（４）本契約を締結した日から１０年が経過するまでの間に譲渡土地を第三者に貸与し、または譲渡してはならないこと。
（５）譲渡土地の管理及び住宅の建築にあたっては、当該地域の景観を損なうことのないようにしなければならないこと。
（６）譲渡土地の買戻特約について甲と合意すること。

（譲渡決定の取消し及び契約の解除）
第８条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、譲渡決定を取消し、または譲渡土地の引渡し前にこの契約の解除ができるものとする。
（１）譲渡土地の譲渡契約の締結に至るまでの乙の申告に虚偽の内容があったとき。
（２）譲受人の資格のいずれかの要件を備えていないと認められたとき。
（３）甲が指定する納入期日までに、譲渡代金を納入しないとき。
（４）譲渡土地の譲渡契約及び移転登記に要する費用を負担しないとき。
（５）その他川俣町宅地分譲地に係る特別譲渡実施要綱に違反したとき。

(土地の買戻し)
第９条　甲は、乙が次のいずれかに該当する場合は、譲渡土地を買い戻すことができる。
（１）譲渡土地の譲渡契約の締結に至るまでの乙の申告に虚偽の内容があったとき。
（２）第７条各号の条件に違反したとき。
２　前項の買戻特約の期間は、買戻特約登記日から起算して１０年を経過する日までの間とする。
３　買戻特約については、所有権移転登記に付記して行うものとする。
４　甲は、買戻特約期間の満了後、乙の請求に基づき買戻特約登記の抹消を行うものとする。ただし、甲の合意がある場合は、乙が買戻特約登記の抹消を行うことを妨げない。
５　前項の買戻特約登記の抹消に要する登録免許税その他の費用については、乙の負担とする。

（返還金及び違約金)
第１０条　甲が、第８条に基づく契約の解除、または前条に基づく買戻しを行った場合は、甲は既に受領した譲渡代金を乙に返還し、乙は違約金として１０万円を甲に支払うものとする。

（相殺）
第１１条　甲は、第８条に基づく契約の解除、または第９条に基づく買戻しを行った場合は、甲の乙に対する譲渡代金の返還債務と前条に基づく乙の甲に対する金銭債務の相当額を相殺することができる。

（原状回復の義務）
第１２条　乙は、第９条の規定により買戻しが行われた場合には、直ちに乙の負担において譲渡土地の引渡しを受けたときと同様の原状に復元し、甲に返還しなければならない。ただし、甲が原状に復元することを要しないと認めるときは、この限りではない。
２　前項の場合において、乙が損失を受けても甲は補償しない。
３　甲は、乙に対し相当の期間を定めて催告をしても第１項の原状回復が行われない場合は、甲は乙に対し第１０条に規定する違約金のほか、別に譲渡土地の原状回復に要する費用を請求することができる。

（公租公課の負担）
第１３条　譲渡土地に賦課される公租公課は、所有権移転登記後は乙が負担するものとする。

（費用の負担）
第１４条　乙は、本契約書の作成に関する費用を負担するものとする。

（近隣関係等への配慮）
第１５条　乙は、譲渡土地の引渡し以後においては、当該地を十分な注意をもって善良に管理し、近隣住民その他第三者との紛争が生じないよう留意しなければならない。

（契約不適合責任）
第１６条　引渡しされた譲渡土地が、本契約の内容に適合しないものであるときは、明らかに甲に責任がある場合を除き、甲は修補・損害賠償その他の責任を一切負わないものとする。

（附帯事項）
第１７条　附帯事項は、次のとおりとする。
（１）住宅を建築するまでの間に、所有権、地上権、質権等の権利またはその他の使用及び収益を目的とする権利の設定または移転をしないこと。
（２）住宅を建築するまでの間に、譲渡土地を目的外に使用しないこと
（３）近隣の環境を阻害するものは、建築しないこと。
（４）住宅の建築及び譲渡土地の整備にあたって、公共の工作物に支障を及ぼす工事を行うときは、甲に協議し、甲の指示によって施工すること。
（５）譲渡土地の引渡し以降は、当該地及び隣接する町道敷地等の除草やごみ処理等環境衛生に留意するとともに、地域住民と協力して住宅環境の維持向上に努めること。
（６）乙は、公共施設等の設置者から、譲渡土地内又は隣接する土地に、電柱、支線柱、支線等を設置したい旨の申入れがあったきは、これに協力すること。

（その他）
第１８条　本契約に疑義が生じたとき、または定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。

本契約の締結を証するため、この契約書を２通作成し、甲、乙記名、押印のうえ各自１通を保有する。


年　　月　　日

甲　住所　福島県伊達郡川俣町字五百田３０番地
氏名　川俣町
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川俣町長　　　　　　　　　　　　印


乙　住所
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印


